
 

                                 令和６年１０月１日 

 

小名浜海星高等学校生徒指導部  

「和」と「絆」を大切に 心に残る学校行事を楽しみましょう 

二学期が始まり、一ヶ月が過ぎました。例年にない猛暑が続く中、心身のバランスや生活態度はい

かがでしょうか･･･？ 

１０月以降、スポーツ大会・公開文化祭・就学旅行や遠足など様々な学校行事があります。クラス

や学年・学校全体として、みなさんの「和」と「絆」を深める機会になることを期待しています。 

今回生徒指導部としては、最近の日常生活で問題になっている「誹謗中傷」をテーマに、いくつか

の約束事をお伝えしたいと思います。ご家庭の中でも十分に共有していただければ幸いです。 

【約束１：相手の立場を考え、発言に責任を持つ】 

「根拠のない悪口を言いふらして他人を傷つけること」を誹謗中傷といいます。

嫉妬心や思い込みの強さやマウンティング等、主に他人との比較（立場・容姿・発言他）が理由で         

あるとも考えられており、自己中心的なストレス発散や歪んだ正義感を表現するための手段にもなっ

ています 

さらに状況を悪化させているのが「匿名性」の部分です。気付かれなければ問題ないという安      

易さが、発言を悪質にしているとも言えますね。言葉には「フワフワ」「チクチク」という感触があ

ります。もし自分が言われたらどのような気持ちになりますか？しかも大多数の人たちからシャワー

のようにそのような言葉を浴びたならば･･･。 

    

（※ ソーシャルメディアの「その他」：Instagram、Tik Tok、Google Mapの口コミ欄等。）       

コメントやメッセージの先には、必ず誰かが存在しています。匿名での発信でもプロバイダ経                                    

由で個人を特定させることも可能なので、責任の所在を問われることも忘れないでください。むしろ

現状改善のために、自分の意見を建設的に伝える能力を身に付ける習慣を目指しましょう。 
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【約束２：誹謗中傷は犯罪行為であると認識する】 

  相手の捉え方によっては生命の問題に発展します。韓国では「指殺人」という社会問題になり

ました。芸能人が大多数による匿名のコメントを苦に、自らの命を絶つというものです。日本で

も同様であり、直接的に面識のない相手を精神的に追い詰めること自体も「犯罪行為」です。も

しも被害を受けたならば、まずは警察庁のホームページ参照をお勧めします。状況に応じた具体

的なリンク先が掲載されています。逆に加害的な立場ならば、上のフローチャートのような罪に

問われ、犯した罪は償わなければならないことを、十分認識してほしいと思います。 

【約束３：「根拠」ある発言や意見を述べること】 

お互いの考えや主張が合わず、トラブルに悩むこともあります。そのストレスをＳＮＳの中で

発散することは、誰も幸せにすることはありません。相手の心を和やかにして、互いの絆を深め

られる言葉をかけられる人になれる、この方が楽しいと思えませんか？ 

言葉には魂が宿るという「言霊思想」があると考えられています。親しい間柄でも軽はずみな

発言は禁物です。以上、生徒指導部からみなさんへのメッセージでした。 

  

 

     万が一、事故などに遭った時には学校または担任まで速やかにご連絡ください。 

小名浜海星高等学校  本 校 舎 0246-53-3465 

                       水産校舎 0246-54-3001 

            ※平日17：30～翌朝7：30、土日は留守電となっています。   


